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２ 乳児院 

乳児院では、入所理由として家庭事情等により養育ができない、あるいは虐待による保護等が多  

く挙げられ、入所以前の食に関する状況は、良好とは言えない場合が多い。 

生後間もなくの授乳期から離乳期、幼児期へと、生涯にわたる食の基礎を作る重要な時期であるた

め、集団給食でありながらも個々の状況を把握し適切な栄養管理・食事の提供を行うことが求められ

る。併せて、食事の環境にも配慮が必要である。 

また、乳児院では、調理担当職員、保育担当職員などそれぞれの職種ごとに職員が交代で業務を行

っているため、離乳食の移行やアレルギー、障害等による個別対応等の指示事項の内容は、確実に伝

達されるよう伝達手段を工夫するなどして、安全・確実に食事の提供が行えるよう配慮が必要である。 

 

（１）入所時の対応 

授乳や離乳食の状況、アレルギーの有無等の入所前の家庭での食に関する状況を、病院での看護

記録等の記録も含め、ケースワーカーや家族等からの情報より把握する。  

その情報を元に入所後の授乳や食事について、乳児に適切な方法を検討する。低出生体重児や   

発達遅滞、発達障害、身体的な障害等がある場合はそれらの事由を加味する。緊急入所等で情報が

得られない場合は、身長、体重、月齢等から判断し、その後、実際に食べている様子等から再調整

する。 

食事の決定の流れとしては、各施設において食事の種類（食種）及びその形態や栄養量等の目安

の基準を取り決め、食種を選択し、一人一人に合うように調整していくという方法もとられている。 

 

食種別の基準＊の内容例 （＊施設により名称や内容は異なる。） 

 授乳 ：１回のミルクの量及び回数 

離乳食：主食・副食の量、内容、形態（やわらかさ、きざみ方等） 

幼児食：主食・副食の量、内容 

などについて、食事の指示の基準を一日単位で段階別に記す。 

＊食事の提供を担当する管理栄養士・栄養士、調理員と、保育を担当する保育士・看護師・心

理等の職員とで、内容を共有化し、実際の食事はこれによって指示が出され、その上で乳児

一人一人に応じた調整を行う。 

＊食種別の基準の作成にあたっては「授乳・離乳の支援ガイド」や「日本人の食事摂取基準」

等に基づき、施設の条件（設備設備・人的・予算等）を考慮する。 

 

（２）全体及び個人への対応 

① 乳汁栄養 

育児用ミルクの授乳量は、食事摂取基準の目安量を参照して、一回の授乳量×回数による一

日の授乳量を月齢別に目安として定めておき、個々の飲み方や発育状況を発育曲線や体格指数

等により勘案する。哺乳量は毎回記録し、発育曲線や体格指数等を活用して、乳児の発育状況

をモニタリングしていく。各記録は、保育職員、看護職員、管理栄養士・栄養士などが把握し

ておく。 

アレルギーや乳糖不耐症等の乳児や、一度に少量しか飲めない、嚥下が困難な場合などは、   

状態にあったミルクの提供が必要であり、医師の指示に従い、最適なミルクの提供方法を検討

する。 
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② 離乳食 

「授乳・離乳の支援ガイド」に沿って、乳児個々の離乳食の計画を作成し、発育・発達状態

と実際の食事の状況を見ながらステップアップを図る。具体的には目安となる施設の食種別の

基準から該当する食種を選択し、微調整をする。進め方は乳児に合わせるが、進みが遅いとき

は原因や解決策等を検討する。 

また、摂食機能の発達（咀嚼や嚥下等の状態）に合わせた調理形態（軟らかさ、大きさ、水

分量等）に調整する。この際には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等と連携して支援し

ていくことも大切である。 

管理栄養士・栄養士等は、各段階に適した食事となるよう献立を作成し、調理をするに当た

り、可能な限り乳児一人一人の摂食状況を観察し把握することが必要である。毎食見ることが

難しい場合には、保育担当職員とよくコミュニケーションをとって、情報を収集する。 

複数名の乳児を預かる乳児院では、離乳食は、個々に時間差をつけるなど工夫して食事時間

を確保し、介助者が子どもの傍らに寄り添い、ゆったりとした雰囲気の中で無理強いせず、食

事がおいしく、楽しいと思えるように進めることが大切である。 

 

③ 幼児期の食事 

「いただきます」「ごちそうさま」等のあいさつや、楽しく味わって食事をとることができ

るよう、環境を整え、家庭的な雰囲気作りに配慮することも必要である。また、食材そのもの

を見せたり、保育の中で食に関連することを取り入れるなど、可能なところから食育を実践す

るとよい。 

 

（３）多職種の連携 

乳児院では、各職種がそれぞれ専門の業務の分担をすることで、日々の乳児の生活支援に関わっ

ている。実際の運営としては、乳児一人一人に保育関係職員が担当としてつき、担当者が乳児の保

育全般に関わる事項を主体的に進めていることが多い。 

食事に関しては、授乳内容の決定や離乳食の各段階、幼児食への移行等の食に係わる事項の決定

を、食種別の基準などの目安に基づいて、保育士もしくは看護師が判断し対応することが多い１）。

調理する側との調整ができる職種として、管理栄養士・栄養士も乳児一人一人の発育状況や、摂食

状況を把握しておくことが必要であり、入所児に関わることを把握しておくとよい。特に、摂食機

能に障害のある子どもやこだわりの強い子ども等の場合は、その対応の具体化のためにも管理栄養

士・栄養士の関わる必要性が高まる。 

   乳児院は年間を通して行事が多く、食事を提供する行事の場合は、料理の内容や提供の仕方、個

別対応の方法等を担当職員と詳細に確認を行う。そこで、行事を通して連携を深めていくことも大

切である。 
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